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教 育 委 員 会 会 議 提 出 議 案 

 

第５８号  

 

 

福岡県教育委員会公告式規則の一部を改正する規則の制定について 

 

 

このことを、別案のとおり提出する。 

 

 

 

 

 

                    令和８年３月１３日  

教 育 長  

                    

 

 

（理由） 

 福岡県教育委員会規則公布の手続等を見直し、題名を「福岡県教育委員会規則の公布

等に関する規則」に改め、教育委員会規則を公布しようとするときの教育委員会印の押

印及び教育長の署名を廃止する等、所要の規定の整備を行うものである。 



 
（教育庁総務企画課） 
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福岡県教育委員会公告式規則の一部を改正する規則の 

制定について（概要） 

 

 

１ 改正の概要 

  福岡県教育委員会規則公布の手続等を見直し、題名を「福岡県教育委員会規

則の公布等に関する規則」に改め、教育委員会規則を公布しようとするときの

教育委員会印の押印及び教育長の署名を廃止する等、所要の規定の整備を行

うものである。 

 

２ 施行期日 

  令和８年４月１日 
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福
岡
県
教
育
委
員
会
公
告
式
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ

に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
八
年 

月 

日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

福
岡
県
教
育
委
員
会 

 
 

福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
第 

号 

 
 

 

福
岡
県
教
育
委
員
会
公
告
式
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

福
岡
県
教
育
委
員
会
公
告
式
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則

第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 

福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
の
公
布
等
に
関
す
る
規
則 

 

第
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
教

育
委
員
会
規
則
の
公
布
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

第
二
条
第
一
項
中
「
福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
」
を
「
教
育
委
員
会
規
則
」
に 

、
「
公
布
番
号
、
公
布
年
月
日
、
公
布
の
旨
の
前
文
」
を
「
公
布
の
旨
の
前
文
、

年
月
日
」
に
、
「
記
入
し
て
、
教
育
委
員
会
の
印
を
押
し
、
教
育
長
が
署
名
し
、

福
岡
県
教
育
委
員
会
の
名
で
公
布
す
る
」
を
「
記
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に

改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
」
を
「
教
育
委
員
会
規
則
」

に
、
「
、
福
岡
県
公
報
」
を
「
県
公
報
」
に
、
「
但
し
、
天
災
地
変
等
」
を
「
た

だ
し
、
天
災
そ
の
他
の
事
由
」
に
、
「
福
岡
県
公
報
」
を
「
県
公
報
」
に
、
「
福

岡
県
教
育
庁
掲
示
板
」
を
「
県
庁
前
の
掲
示
場
そ
の
他
の
公
衆
の
見
や
す
い
場
所 

」
に
、
「
か
え
る
」
を
「
代
え
る
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

（
施
行
期
日
） 

第
三
条 

教
育
委
員
会
規
則
は
、
当
該
規
則
を
も
っ
て
特
に
施
行
期
日
を
定
め
る

こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
四
条
中
「
第
二
条
及
び
第
三
条
」
を
「
前
二
条
」
に
改
め
、
「
公
表
を
要
す

る
」
を
削
り
、
「
の
公
告
に
」
を
「
で
公
表
を
要
す
る
も
の
の
公
表
に
つ
い
て
」

に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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福
岡
県
教
育
委
員
会
公
告
式
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
号
）
新
旧
対
照
表 

 
 
 

福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
の
公
布
等
に
関 

す
る
規
則 

 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運

営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二

号
）
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
教
育
委
員

会
規
則
の
公
布
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の

と
す
る
。 

 

（
規
則
の
公
布
） 

第
二
条 

教
育
委
員
会
規
則
を
公
布
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
公
布
の
旨
の
前
文
、
年
月
日
及
び
教
育
委
員
会
名

を
記
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

２ 

教
育
委
員
会
規
則
の
公
布
は
県
公
報
に
登
載
し
て
こ

れ
を
行
う
。
た
だ
し
、
天
災
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
県

公
報
に
登
載
し
て
公
布
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き

は
、
県
庁
前
の
掲
示
場
そ
の
他
の
公
衆
の
見
や
す
い
場

所
に
掲
示
し
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
施
行
期
日
） 

第
三
条 

教
育
委
員
会
規
則
は
、
当
該
規
則
を
も
っ
て
特

に
施
行
期
日
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  

（
告
示
等
の
公
表
） 

第
四
条 

前
二
条
の
規
定
は
、
教
育
委
員
会
の
告
示
及
び

そ
の
他
の
規
程
で
公
表
を
要
す
る
も
の
の
公
表
に
つ
い

て
準
用
す
る
。 

改 

正 

案 

 
 
 

福
岡
県
教
育
委
員
会
公
告
式
規
則 

  

（
こ
の
規
則
の
目
的
） 

第
一
条 

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法

律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
十
五
条

第
二
項
の
規
定
に
基
き
福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
、
告

示
及
び
そ
の
他
の
規
程
で
公
表
を
要
す
る
も
の
の
公
告

式
は
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 
（
規
則
の
公
布
） 

第
二
条 
福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
を
公
布
し
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
公
布
番
号
、
公
布
年
月
日
、
公
布
の
旨
の
前

文
及
び
教
育
委
員
会
名
を
記
入
し
て
、
教
育
委
員
会
の

印
を
押
し
、
教
育
長
が
署
名
し
、
福
岡
県
教
育
委
員
会

の
名
で
公
布
す
る
。 

２ 

福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
の
公
布
は
、
福
岡
県
公
報

に
登
載
し
て
こ
れ
を
行
う
。
但
し
、
天
災
地
変
等
に
よ

り
福
岡
県
公
報
に
登
載
し
て
公
布
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
き
は
、
福
岡
県
教
育
庁
掲
示
板
に
掲
示
し
て
こ
れ

に
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
施
行
期
日
の
特
例
） 

第
三
条 

福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
は
、
特
に
施
行
期
日

を
定
め
る
も
の
は
除
く
外
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十

日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
告
示
等
の
公
表
） 

第
四
条 

第
二
条
及
び
第
三
条
の
規
定
は
、
公
表
を
要
す

る
教
育
委
員
会
の
告
示
及
び
そ
の
他
の
規
程
の
公
告
に

準
用
す
る
。 

現 
 
 

行 


